
議案第 １ 号 

令和７年度 

三 宅 町 一 般 会 計 予 算 書





令 和 ７年 度 三 宅 町 一 般 会 計 予 算 

 令和７年度の三宅町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，５３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、２５０，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 提 出 

三宅町長  森 田 浩 司 
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第２表

令和7年度
計画策定業務 ～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

千円

未来の学校プロジェクト
34,440

債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

千円
都市計画マスタープラン改定及び立地適正化 15,983
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第３表    

地  方  債

（単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の

方法 
利   率 償還の方法 

公共施設等適正

管理推進事業債
90,000

証書借入

又は

証券発行

年３．０％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる政府資金

及び地方公共団体金融機

構資金及び銀行その他の

資金について、利率の見

直しを行った後において

は、当該見直し後の利率）

政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するもの

とする。 

ただし、町財政の都合

により、償還期限等の短

縮、又は、繰上償還、若

しくは、低利債に借り換

えすることができる。 

過疎対策事業債 223,500

デ ジ タ ル 活 用

推 進 事 業 債
47,500

緊 急 防 災 減 災

事 業 債
10,700

計 371,700
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期 間 金 額
千円 千円

三宅町保健福祉施設あざさ苑指定管理事業 125,100 令和6年度 41,700

31,193 令和5年度 20,794
～

令和6年度

三宅町立東屏風体育館指定管理業務 1,566 令和5年度 1,044
～

令和6年度

三宅町外国語指導助手派遣業務 12,540 令和6年度 2,996

学校給食調理等業務 53,658 令和6年度 16,953

公会計支援業務 3,058

固定資産路線価評価業務 7,365

18,106

162,843

25,412 令和6年度 0

4,950 令和6年度 0

15,983

34,440

都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策
定業務

未来の学校プロジェクト

三宅町体育館・奈良県三宅健民運動場・三宅町中央
公園及び運動施設指定管理業務

戸籍情報システム、戸籍附票システム改修委託事業
（システムの標準化・共通化）

放課後児童健全育成事業

住基ネット機器更改事業

町制50周年記念事業町史作成業務

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度　

事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の
支 出 （ 見 込 ） 額
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期 間 金 額 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円

令和7年度 83,400 83,400
～

令和8年度

令和7年度 10,398 10,398

令和7年度 522 522

令和7年度 5,992 5,800 192
～

令和8年度

令和7年度 33,576 33,576
～

令和8年度

令和7年度 3,058 3,058
～

令和8年度

令和7年度 7,365 7,365
～

令和8年度

令和7年度 18,106 18,106

令和7年度 162,843 162,843
～

令和9年度

令和7年度 25,412 25,412

令和7年度 4,950 4,950
～

令和8年度

令和7年度 15,983 10,600 2,600 2,783
～

令和8年度

令和7年度 34,440 17,220 17,220
～

令和8年度

一 般 財 源

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
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